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総務文教常任委員長報告 

（Ｒ７．３．１１） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と 

その結果を報告いたします。 

 最初に、第６１号議案 令和６年度亀岡市一般会計補正予算（第７号）で

ありますが、事業執行に伴う精算整理を基本とするほか、主な内容といたし

ましては、 

総務費では、市職員の退職に伴う退職手当の増額補正、 

「ふるさと力向上寄附金」の増額見込みに伴い、基金に積み立てる経費等の

増額補正、であります。 

 消防費では、消防団出動件数の増加による消防団経費の増額補正、であり

ます。 

教育費では、城西小学校の長寿命化工事の実施、および南桑中学校のトイ

レ改修を行うための、学校建設事業費の増額補正、 

ふるさと納税を通じて、亀岡の歴史文化遺産を支援するための文化財保護経

費（単独）の増額補正、であります。 

公債費では、長期債
ちょうきさい

及び一時借入金利子の利率確定による減額補正であり

ます。 

 継続費では、城西小学校長寿命化改修工事について、令和７年度まで設定
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されていた年割額の変更を行うものであります。 

また、民生費の地域振興事業や消防費の消防施設整備事業及び災害対策事

業並びに教育費の学校施設整備事業（中学校費）について、繰越明許費
くりこしめいきょひ

が設

定されています。 

さらに、令和７年度当初からの計画的な事務執行を進めるため、亀岡川東

学園スクールバス運行業務委託経費について、債務
さ い む

負担
ふ た ん

行為が設定されてい

ます。 

本議案については、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決

すべきものと決定しました。 

 

次に、第６８号議案 令和６年度亀岡市亀岡財産区特別会計補正予算（第

１号）、第６９号議案 令和６年度亀岡市篠財産区特別会計補正予算（第１号）

及び第７０号議案 令和６年度亀岡市山
やま

階
しな

財産区特別会計補正予算（第１号）

について、各財産区の決算見込みに基づき、精算整理を基本として、所要の

金額を補正するものです。 

３議案とも、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべき

ものと決定しました。 

 

次に、第７２号議案 育親学園新校舎建設工事（Ⅰ期）請負契約の締結に
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ついては、新校舎建設工事において、１月２９日に入札を執行し、株式会社

三煌産業と３５億５，０８０万円で仮契約を締結したものであり、 この仮契

約を本契約とするためのものであります。 

審査の過程において、本契約に含まれていない外構工事や備品に係る経費

の予算措置と執行、工事中におけるグラウンドの使用が一部制限されること

への対応、軟弱な地盤を踏まえての工事の施工について、校舎完成までのス

ケジュールを示して、適切かつ確実に事業進捗を図っていただきたい、との

意見がありました。 

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

以上、簡単ではありますが、本委員会の報告といたします。 
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総 務 文 教 常 任 委 員 会 

令和７年３月１１日（火） 
午後１時００分～ 全員協議会室 

                                             

１ 開議 

[事務局日程説明] 

 

２ 議案審査                 

 

市 長 公 室                                           

（１）第４１号議案 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

          ＜説明～質疑＞ 

（２）第４２号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

          ＜説明～質疑＞ 

政策企画部                                                                       

（１）第４３号議案 亀岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

＜説明～質疑＞ 

（２）第５９号議案 辺地総合整備計画の策定について 

          ＜説明～質疑＞ 

総 務 部                                                                        

（１）第４４号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関 

する条例の制定について 

          ＜説明～質疑＞ 

（２）第４５号議案 亀岡市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を 

改正する条例の制定について 

          ＜説明～質疑＞ 

（３）第４６号議案 亀岡市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

          ＜説明～質疑＞ 

（４）第４７号議案 亀岡市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

＜説明～質疑＞ 

（５）第５８号議案 財産の取得について 

          ＜説明～質疑＞ 

 
（裏面あり） 
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３ 討論～採決                

 

 

４ 議会だよりの掲載事項について       

 

 

５ 行政報告 

市長公室                                                                                    

（１）「市の草花」及び「市の鳥」制定について 

 

政策企画部                                                                                  

（１）令和７年度行政組織・機構改革（案）について 

（２）亀岡市行財政運営指針について 

 
６ その他                                  

 （１）次回の日程等について 

 

 



位 置 図

　市道南掛湯谷線 市道南掛栢原線 市道鎌倉線
事業費(千円) 工事延長 事業費(千円) 工事延長 事業費(千円) 工事延長

令和６年度 5,100 L=200m 2,000 L=80m 0 L=0m
令和７年度 5,000 L=200m 5,000 L=200m 10,000 L=400m
令和８年度 5,000 L=200m 5,000 L=200m 10,000 L=400m
令和９年度 5,000 L=200m 5,000 L=200m 15,000 L=600m
令和１０年度 5,000 L=200m 8,000 L=320m 15,000 L=600m
合　　計 25,100 L=1,000m 25,000 L=1,000m 50,000 L=2,000m

令和6～10年度実施区間

京都府道



「市の草花」及び「市の鳥」制定について 

 

市制施行７０年の節目に、本市を象徴する「市の草花」と「市の鳥」を新たに制定し

ます。これにより、市の特性やシンボルが明確となり、市民意識の高揚と本市の魅力向

上につなげていきます。 

日本最大級の緑のイベントである全国都市緑化フェア in 京都丹波の取り組みと併せ

て、「市の草花」と「市の鳥」を市の魅力の一つとして発信していきます。 

 

１ 今後のスケジュール 

４月  市の草花及び市の鳥の募集実施（約 1カ月） 

６月  第１回検討委員会の開催 

（募集結果を基に、「市の草花」と「市の鳥」を選定） 

８月  市長から市議会議長へ賛同依頼 

１０月  市制７０周年記念式典で発表 

 

２ 令和７年度 市の草花及び市の鳥制定に係る経費 

 予算額 ３０万円 

  内訳…検討委員会委員の謝礼、消耗品等事務経費、パンフレット作成経費等 

 

３ 京都府及び他市の状況 

  

 

  

 

 

【事務局】市長公室広報プロモーション課 TEL 25‐5003 

花 鳥

京都府
しだれ桜
【府の草花】嵯峨ぎく、なでしこ

オオミズナギドリ

福知山市 サツキ、キキョウ、レンゲツツジ、藤 ウグイス、キジ

綾部市 梅 イカル

宇治市 やまぶき カワセミ

城陽市 花しょうぶ しらさぎ

長岡京市 キリシマツツジ メジロ

八幡市 さつき しじゅうから

南丹市 さくら オオルリ

京丹波町 つつじ うぐいす



令和７年３月１１日  

総務文教常任委員会 

 

 

 

【提出資料】 

 

〇令和７年度行政組織・機構改革（案）について【資料１】 

〇令和７年度 亀岡市行政組織・機構図（案）【資料２】 

〇行財政改革大綱と行財政運営指針との違い【資料３】 

〇亀岡市行財政運営指針【資料４】 

 

 

 

 

 

 

政策企画部 企画調整課 
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令和７年度行政組織・機構改革（案）について 

 

  

１ 基本方針 
 
改革の方向性 

 ・第５次亀岡市総合計画を推進する体制づくり 

 ・行財政改革の堅実な推進 

 

改革の視点 

・第５次亀岡市総合計画に掲げる重点テーマを強力に推進できる体制づくり 

・機能的で効率的な市民に分かりやすい組織・機構 

・市民のニーズをきめ細かく捉え、吸収できる組織・機構 

 
 
２ 主な組織・機構改革 

（環境先進都市推進部） 

●環境施策を広く発信するとともに、人々が集い、交流を深め、つながることが

できる環境拠点施設の開設 

⇒環境政策課の「環境プロモーション係」を「環境プロモーションセンター」

に改称する。 

 

●廃棄物の分別拡大のさらなる促進、サーキュラーエコノミーの推進に向け、係

名を改称 

⇒資源循環推進課の「資源循環推進係」を「サーキュラー推進係」に改称する。 

 

（こども未来部） 

●乳幼児教育と発達支援の推進拠点施設の設置 

⇒保育課所管施設として「かめおか乳幼児教育センター」を亀岡こども園（現

亀岡市立幼稚園）施設内に開設する。 

 

（まちづくり推進部） 

●全国都市緑化フェアを推進する体制を強化し事業を推進していくため、課を再

編 

⇒「全国都市緑化フェア推進課」を「全国都市緑化フェア推進室」へ移管する。 

 

●空家対策を含む住宅に関する施策を総合的に実施するため、係を再編 

⇒建築住宅課の「住宅係」と「空家対策係」を統合し「住宅空家対策係」と 

改称する。 

 

（全国都市緑化フェア推進室） 

●全国都市緑化フェアを推進する体制を強化し事業を推進していくため、室を新

設 

 ⇒「全国都市緑化フェア推進室」を新設する。 

⇒「全国都市緑化フェア推進室」に、「全国都市緑化フェア推進課」を設置し、 

「全国都市緑化フェア整備課」を新設し、「整備係」を設置する。 

 

資料１ 



市議会 事　務　局 総　務　係 ・

令和７年度　亀 岡 市 行 政 組 織 ・ 機 構 図（案）
※ゴシック太字は、総務担当課

市長公室 秘  書  課 秘　書　係 ・ 国際係

議事調査係

広報ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 シティプロモーション係 ・ 広報広聴係

・ 給　与　係

ふるさと納税課 ふるさと納税係

人　事　課 能力開発係 ・ 人　事　係

政策企画部 企画調整課 企画経営係

情報システム係

・ SDGｓ・企画推進係

財　政　課 財　務　係 ・ 予　算　係

生涯学習部 人権啓発課 啓発振興係 ・

情報政策課 デジタル推進係 ・

市民力推進課 市民活動推進係

交流会館

男女共同参画推進係

文化センター ・ 児　童　館

文化資料館

生涯スポーツ課 生涯スポーツ係

文化芸術課 文化振興係 ・ 文化財係

行　政　係 ・ 文書管理係

危機管理監
自治防災課 自治振興係 ・

総　務　部 総　務　課 総　務　係 ・

消　防　係

契約検査課

環境先進都市推進部 環境政策課 環境政策係 ・ 環境保全係

防災・危機管理係 ・ セーフコミュニティ係 ・

環境プロモーションセンター

資源循環推進課 サーキュラー推進係 ・ 施設管理係 ・ 埋立施設係

市民生活部 市　民　課 市民相談係 ・

市　　　長 副　市  長
保険医療課 高齢者医療係 ・

国民年金係

消費生活センター

火葬場整備推進課 火　葬　場

受　付　係 ・ 戸　籍　係 ・

国保給付係 ・ 国保料係

税　務　課 諸　税　係 ・ 市民税係

・ 保護第２係健康福祉部 地域福祉課 福祉総務係 ・ 地域福祉係

・ 固定資産税係 ・ 収　納　係

障がい福祉課 障がい者福祉係 ・ 障がい者支援係

・ 保護第１係

・ 地域包括ケア推進係

健康増進課 健康管理係 ・ 健康づくり係 ・

・ 介護事業所係 ・ 介護認定係高齢福祉課 高齢者支援係 ・ 介護保険係

健康予防係

休日急病診療所

こども未来部 子育て支援課 子どもファースト推進係 ・

保健センター

保育課 保育政策係

こども給付係

こども家庭課 こども支援係 ・ 母子健康係

・ 保育幼稚園係

保　育　所 ・ 認定こども園 ・ かめおか乳幼児教育センター

産業観光部 商工観光課 商工振興係 ・ 観光振興係

・ 有機・食農推進係 ・ 森林・鳥獣対策係農林振興課 営農推進係 ・ 担い手支援係

計　画　係 ・

農地整備課 土地改良係 ・ 国営事業係

桂川・道路交通課 広域事業・交通係 ・ 整　備　係

開発許可係

都市整備課 公園緑地係 ・ 区画整理係

景　観　係 ・ 開発指導係 ・まちづくり推進部 都市計画課

・ 用　地　係

土木管理課 管　理　係 ・ 施設維持係

全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア推進課

建築住宅課 住宅空家対策係 ・ 建築・営繕係

全国都市緑化フェア整備課 整　備　係

上下水道部 総務・経営課 総　務　係

（会計管理者）

会計管理室 財産管理課 資産マネジメント係

・ 水道経営係 ・ 下水道経営係

会　計　課 出　納　係

水　道　課 水道総務係 ・ 計　画　係

お客様サービス課 料　金　係 ・ 給排水係

・ 管　路　係

千代川浄水場

下水道課 下水道総務係 ・ 管　渠　係

年谷浄化センター

病院事業
管理者 市立病院 管　理　部 病院総務課 総　務　係

患者支援センター

地域医療情報センター

診　療　部 内科･消化器内科･循環器内科･神経内科･糖尿病内科・小児科･外科･整形外科･皮膚科･泌尿器科･眼科･放射線科･麻酔科・リハビリテーション科

・ 管　理　係

医　事　課 医　事　係

経営企画室

診療技術部 薬剤科･放射線技術科･臨床検査科･リハビリテーション科･栄養科・臨床工学科

看　護　部

訪問看護ステーション

教育委員会 教育長 教　育　部 教育総務課 施 設 係

学校教育課 学　事　係 ・ 指導係

総　務　係 ・ 管 理 係 ・

教育機関 小　学　校 ・ 中　学　校

社会教育課 社会教育係 ・ 児童クラブ事業推進係

学校給食センター ・ 図　書　館 ・ みらい教育リサーチセンター

・ 義務教育学校

農業委員会 事　務　局

固定資産評価審査委員会

選挙管理委員会 事　務　局

公平委員会 事　務　局

監査委員 事　務　局

□議会事務局 ２係（増減なし）
□市長部局 2室９部３7課８5係（１室増１課増1係減）
□会計管理室 １室２課２係（増減なし）
□上下水道部 １部４課１０係（増減なし）
□市立病院 ４部２課１室２センター１ステーション20科３係（増減なし）
□教育委員会 １部3課７係 （増減なし）

合 計 １５部４室４８課２センター１ステーション20科１09係

資料２





亀岡市行財政運営指針

効率的で持続可能な行財政運営の推進

企画調整課 令和７年３月

資料４

亀岡市行財政運営指針

目次

１ はじめに（亀岡市行財政運営指針について） P3

２ 亀岡市の行財政改革の取り組み P4

３ 亀岡市の行財政を取り巻く状況 P5

４ 指針の位置づけ P8

５ 亀岡市行財政運営指針の目的 P9

６ 行財政運営の基本方針、視点と手法 P10

７ 行政改革推進委員会との連携 P17
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本市では、昭和60年に「亀岡市行政改革大綱」を策定して以来、職員定数の削減

など健全財政を維持する取組を40年間に渡り進めてまいりました。

結果としまして、収納率の向上やふるさと納税の収入増加を達成し、市債残高を

抑制する中で、環境先進都市を目指す取組や子どもファースト事業など、本市の魅

力を増進する独自の政策に取り組むことが可能となりました。

しかしながら、近年の行政改革では、人材育成や行政サービスの質向上など事業

推進を重視しており、行政の簡素化や合理化を目指す本来の行政改革の目的とは異

なる取組も含まれています。

また、少子高齢化に伴い人口減少や税収減少が見込まれるなど、社会構造が変化

する中で「選ばれるまち」となるためには、新たな価値創造につながる経営的視点

と持続可能な行財政運営を推進するコスト意識がますます重要となります。

こうした状況を踏まえ、本市の最上位計画である亀岡市総合計画に行財政改革の

視点を取り込むことで、全ての事務事業に対して、財政健全化や業務効率化の観点

で臨む意識が促進されると考え、効率的で持続可能な行財政運営を実現するための

共通の「指針」を策定します。

１ はじめに（亀岡市行財政運営指針について）

3

亀岡市行財政運営指針

日本国内では、昭和50年代に深刻な財政危機に陥ったことをきっかけに、全国の

自治体に対して、行政組織、職員数、給与、事務事業の見直し等、行政の無駄を無

くすよう改革を求めました。

本市においても、昭和60年以降継続して行財政改革の取組を推進しており、平成

27年度に策定した「亀岡市行財政改革大綱2015-2019」では、5年間で52項目の取組

を行い、収納率向上、ふるさと納税の拡大、普通財産の貸付や売却による利活用な

ど、財政の健全化に取り組んでまいりました。

令和2年度に策定した「亀岡市行財政改革大綱2020-2024」では、「①量より質」

「②単独から横断的な展開」「③行政サービスの生産性の向上」という３つの視点

で推進するため、より具体的な事業内容に踏み込んだ行財政改革を進めています。

本市では、平成30年度以降、大幅に増加したふるさと納税を背景に、財政調整基

金残高の増加及び市債残高の減少に努めていますが、今後、高齢化等に伴う社会保

障費の増加や普通建設事業費における大規模事業を見込んでいることから、健全で

持続可能な財政運営を維持する中で、市民福祉を増進するためには、限られた財源

を更に有効活用する取組を進める必要があります。

２ 亀岡市の行財政改革の取り組み

4
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亀岡市の将来推計人口

国立社会保障・人口問題研究所が

発表した将来推計人口（令和5年推

計）によると、2050年には58,768人

にまで減少することが予測されてい

ます。また、総人口に占める65歳以

上の人口の割合は2020年の30.5％か

ら2050年には43.1％となる見込みで

す。

こうした人口減少と高齢化の進行

は、社会保障費の増加のみならず、

税収の大幅な減少に伴う行政サービ

スの低下や地域コミュニティの機能

低下等、さまざまな分野に影響を及

ぼす可能性があります。

国立社会保障・人口問題研究所（令和5年推計）
（令和2年の国勢調査を基に将来人口を推計）

３.１ 亀岡市の行財政を取り巻く状況
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亀岡市行財政運営指針

２ 亀岡市の財政見通し

今後5年間の財政見通しは、歳入では、土

地区画整理事業の推進等により市税が増加す

る見込みですが、好調なふるさと納税からの

繰入れは恒久的な財源ではないことに留意が

必要です。

歳出では、社会保障費を中心とした扶助費

の増加が続くと見込まれます。また、育親学

園の新校舎建設や新火葬場、文化施設などの

大規模事業が見込まれます。

本市の財政状況は、財政の健全化判断比率

の基準を下回っていますが、類似団体と比較

すると高い数値となっており、今後も事業の

優先度を検証する中で市債発行額を抑制し、

健全財政に努める必要があります。

実質公債費比率：公営事業会計などを含む「市全体」の標準財政規模に
占める公債費等の比率。早期健全化基準＝25％。
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将来負担比率：公営事業会計などを含む「市全体」の標準財政規模に占
める負債総額の比率。早期健全化基準＝350％。

３.２ 亀岡市の行財政を取り巻く状況
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３ 人口減少に伴う影響

将来にわたり、１人当たり市民税額が一定と仮定し、2020年の１人当たり市民税額

に将来推計人口を乗じて試算した場合、2020年の40.8億円に対し、2050年には27.8億

円（約68％）まで減少することが予想されます。

３.３ 亀岡市の行財政を取り巻く状況
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第５次亀岡市総合計画との関係性

本指針は、第５次亀岡市総合計画に掲

げる基本計画のうち、第８章「効率的で

持続可能な行財政運営」を推進するため

の方向性を示す指針として位置付けてい

ます。

また、その他の各章においても、本指

針に基づき、財政健全化や業務効率化の

視点で取り組むことで、目指す都市像で

ある「人と時代に選ばれるリーディング

シティ亀岡」の実現に貢献してまいりま

す。

目指す都市像

重点テーマ、

エリア別の土地利用、

施策の大綱

基本計画

第8章 効率的で持続可能な行財政運営

亀岡市行財政運営指針

４ 指針の位置づけ
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『亀岡に住んで良かった』を実感できる未来へ

市制１００周年を安心して迎える、確かな行財政基盤の実現。

５ 亀岡市行財政運営指針の目的

9

急速な人口減少社会に突入し、社会構造が変化する中で、市制100周年を迎える

30年後も市民が安心して暮らせる行政サービスを維持するため、職員一人ひとりが

使命感を持って挑戦を続けます。

亀岡市行財政運営指針

第５次亀岡市総合計画第８章「効率的で持続可能な行財政運営」に基づき、下記

のとおり基本方針を定めます。

健全で効率的な行政運営の推進

多様化する行政課題に対応できる組織改革と人材育成の推進

市民に信頼される行政運営と市民参画の推進

持続可能な財政運営

円滑な課税・納税の推進

広域連携の推進

１

２

３

４

５

６

６.１ 基本方針
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多様化する行政課題に対応できる組織改革と人材育成の推進

健全で効率的な行政運営の推進１

２

６.２ 基本方針に基づく戦略群

• 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設最適化。

• アウトソーシングや公民連携の推進など、民間のノウハウを活用した効果的・効

率的な行政サービスの提供。

• ICTやAIなどの先端技術を活用した業務改革、行政手続きの電子化による市民の

利便性向上及び市民サービス水準の向上。

• 多様化する行政課題に迅速に対応できる柔軟かつ機動性の高い組織体制の構築。

• 研修制度や外部人材の充実による、挑戦する意識と専門性を持った職員の育成。

• 能力、実績主義による透明性の高い人事評価システムの充実、チャレンジ意欲を

尊重する人事異動などにより、意欲の高揚と公務能率の向上、意識改革を図る。

11
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持続可能な財政運営

市民に信頼される行政運営と市民参画の推進３

４

６.３ 基本方針に基づく戦略群

• 適性な公文書の作成や管理、公平・公正な入札・契約事務、監査の適正執行によ

る行政の透明性向上。

• 情報公開の推進や広聴機会の充実、市民公募やパブリックコメントの実施による

市民のまちづくりへの関心と参画の促進。

• スクラップアンドビルドを基本とした既存事業の見直しによる市債発行額の抑制

や経常的経費の節減。

• ふるさと納税制度や補助制度の積極的な活用、受益者負担の適正化及び公有財産

の有効活用による財源確保。
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広域連携の推進

円滑な課税・納税の推進５

６

６.４ 基本方針に基づく戦略群

• 市民税や固定資産税などの課税対象の適正把握による、公平・公正な賦課の推

進。

• 納付環境の整備、納期限の周知、京都地方税機構との連携及びシステム活用によ

る収納率の維持。

• 住民の利便性向上及び行政コスト節減を図るため、公共施設などを相互に利用で

きる広域利用の推進。

• 住民サービスの効率的な提供のため、福祉、防災、産業、交通などに関する事務

事業の共同処理の推進。

• 国・京都府・他市町村との効果的な広域事業の推進。
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基本方針及び各戦略群を効果的に推進するため、次の視点と手法を重視して事務

事業に取り組みます。

EBPM（根拠や証拠に基づく政策立案）の推進

BPR（業務プロセスの抜本的見直し）の推進

安定した歳入確保と効率的な歳出管理の推進

オープンガバメントの推進

１

２

３

４

６.５ 視点と手法
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６.６ 視点と手法

15

亀岡市行財政運営指針

BPR（業務プロセスの抜本的見直し）の推進

EBPM（根拠や証拠に基づく政策立案）の推進１

２

慣行や前例に捉われず、事業手法の妥当性や事業効果に関する予測や実績を重視

し、積極的な事務事業の見直しを推進します。

ICTの積極活用や業務手順の標準化など、効率的で質の高い行政サービスの推進

と生産性の向上に努めます。

（※1）Evidence-based Policy Makingの略。統計データ等の客観的なエビデンスを基に政策を決定・実行すること。

（※2）Business Process Re-engineeringの略。既存の業務フローを可視化し、無駄を洗い出して業務を効率化すること。

（※1）

（※2）

６.７ 視点と手法
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安定した歳入確保と効率的な歳出管理の推進３

民間投資や寄附の獲得、国等の補助金の積極的な活用による安定した歳入確保、

アウトソーシングの推進や施設管理方法の見直し、適正な入札執行等による効率的

な歳出管理を推進し、健全な財政運営に努めます。

（※3）2009年、米国のオバマ大統領が提唱したことにより広まった、政府は透明で、参加型で、協業的でなければならな

いという三つの原則。地方自治体においては、保有する公共データをオープンデータとして公開し、データの利活用を促進

することにより、新たな価値・サービスが創出されるだけでなく、「官民協働による地域課題の解決および市民サービスの

向上」「地域経済の活性化」「行政の透明性・信頼性および高度化・効率化の向上」に寄与することが期待されている。

オープンガバメントの推進４

行政運営や財政状況に関する積極的な情報公開の推進により透明性を確保するこ

とで、市民や民間企業等に開かれた行財政運営に努めます。

（※3）



学識経験者や市民代表などで組織する「亀岡市行政改革推進委員会」と連携して

効率的で持続可能な行財政運営を推進します。

１

２

７ 行政改革推進委員会との連携
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健全で効率的な行財政運営に関する

各項目の数値を確認・評価

行財政運営に関する研究・提言（年１件）

市民

各 部 局

亀 岡 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会

亀 岡 市 行 政 改 革 推 進 本 部 会 議

・指示・報告

・報告

・質の高い行政サービスの提供
・行財政運営に関する情報の公表

・参画

８ さいごに

本指針は、職員一同が全ての事務事業に対して経営的視点で取り組み、効

率的で持続可能な行財政運営を実現するための共通の方向性を示すものであ

り、市民が「亀岡に住んで良かった」を実感できる未来の基盤を作るための

方針です。

今後、社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズなどに対応するため、

亀岡市行政改革推進委員会等の意見を尊重しながら、必要な見直しを実施し

てまいります。
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